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   「平成 21 年度食料・農業・農村の動向」（動向編）及び     

 「平成 22 年度食料・農業・農村施策」（施策編）の作成について（案） 

 

１．作成の基本的考え方 

 

（１）動向編 
 
  ① 食料・農業・農村基本計画のもとでの食料・農業・農村の動向、主要

施策の進捗状況、農村の現場や各主体（農業者、事業者、消費者、行政、

農業関係機関等）の取組状況や課題等について、体系的に分析・検討を

行いつつ、明らかにする。 

    なお、国民各層の理解と関心が一層高まるよう、事例、図表、写真等

を活用しつつ、わかりやすく記述することとする。 
                   
  ② 主な項目については、次のとおり。 

      ア まず、食料・農業・農村基本法制定後も含め、農業関連の主な動向 

    等（別紙）を振り返り、農業・農村再生の必要性などを明らかにする。 

   イ その上で、「食料の安定供給の確保」、「農業の持続的発展」、「農

村の振興」などに大別しつつ、それぞれの動向、取組などを記述する。 
                              
    食料の安定供給の確保 

      食料消費、食の安全と消費者の信頼の確保、食生活と食育、食品産 

   業、食料自給率、農産物貿易、不測時を見据えた食料の安定供給の確 

   保等の面での動向、取組など 
 
    農業の持続的発展 

      米などの農業生産、農業経営、戸別所得補償、儲かる農業、持続可 

   能な農業生産、多様な農業経営体や人材・農地・農業用水の確保等の面 

   での動向、取組など 
 
     農村の振興 

       農村地域、農村の６次産業化、農業の多面的機能と農村の再生・集 

   落機能の維持、地域資源・環境の保全、中山間地域、都市農業、都市と 

   農村の交流等の面での動向、取組など 
    
      その他横断的な分野  

      技術革新、バイオマスなど地球環境問題への対応、農を中心とする 

    多様な連携等の面での動向、取組など 
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（２）施策編 
 
  ① 22 年３月を目途に取りまとめられる予定の新たな食料・農業・農村基

本計画に沿った構成とする。 

② 新たな計画に基づいて、関係府省が取り組む施策を総合的かつわかり

やすく記述することとする。また、22 年度予算、通常国会の提出法案の

概要についても記述する。 
 
   

     

 

２．今後の予定 

 

 21 年 

  11 月 12 日(木)  第 14 回企画部会 

          ・「21 年度動向編」､「22 年度施策編」の作成について(案) 

            
                           
 22 年                                               

  1～２月頃     企画部会 

                ・「21 年度動向編」骨子(案) 

                 ・「22 年度施策編」の構成(案) 

         
 
   ３～４月頃    企画部会 

               ・「21 年度食料・農業・農村の動向」（案） 

          ・「22 年度食料・農業・農村施策」(案） 

                      
 
   ５月頃         閣議決定・国会提出、公表 

                    （以降、幅広く紹介・配布） 

 

  （参考）夏には子ども（小学校高学年）向け「ジュニア農林水産白書」も

作成し、以降、白書本体と同様に幅広く紹介・配布。             
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＜参考＞ 

 

食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）（抄） 

 

（年次報告等）  

第十四条 政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食

料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業及び農村の動向を考慮して講

じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

３ 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、

食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 

 



昭和50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 17年 18年 19年 20年 21年

食料自給率 （カロリーベース） ％ 54 53 53 47 43 40 40 39 40 41

（生産額ベース） ％ 83 83 82 75 74 71 69 68 66 65

飼料自給率 ％ 34 28 27 26 26 26 25 25 25 26

販売農家数 万戸 － － 331 297 265 234 196 188 181 175 170

主業農家数 万戸 － － － 82 68 50 43 41 39 37 35

新規就農者数 万人 10.4 10.2 9.4 1.6 4.8 7.7 7.9 8.1 7.3 6.0 -

（39歳以下の新規就農者数） 万人 － 3.4 2.1 0.4 0.8 1.2 1.2 1.5 1.4 1.4 -

基幹的農業従事者数 万人 489 413 346 293 256 240 224 211 202 197 191
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農業関連の主要指標の推移
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（平均年齢） 歳 － － － － 59.6 62.2 64.2 64.2 64.6 65.2 -

耕地面積 万ha 557 546 538 524 504 483 469 467 465 463 461

耕作放棄地面積 万ha 13.1 12.3 13.5 21.7 24.4 34.3 38.6 － － － －

耕地利用率 ％ 103.3 104.5 105.1 102.0 97.7 94.5 93.4 93.0 92.6

担い手の農地集積率 ％ － － － － 17 28 38 42 45

１戸当たりの経営耕地面積 ha 1.0 1.0 1.1 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9

農業生産額 兆円 10.1 12.0 13.6 13.6 12.2 10.5 9.9 9.7 9.6

農業純生産 兆円 5.1 4.9 5.4 6.1 5.0 4.0 3.6 3.4 3.2

最終飲食料費に占める農林水産物の帰属割合 ％ 31.2 26.6 22.9 19.1 14.3 14.8 14.5 － － － －

朝食欠食率（20歳代女性） ％ 11.7 12.9 14.7 14.3 18.2 16.3 23.5 22.5 24.9

脂質割合（供給熱量ベース） ％ 22.8 25.5 26.1 27.2 28.1 28.7 29.0 29.1 28.8
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